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店舗名 営業時間 設置場所

イオンモール八千代緑が丘

住所：八千代市緑が丘２丁目１－３
東葉高速鉄道　八千代緑が丘駅直結

イオンモール専門店街：
午前９時～午後10時 ２F ローズ広場

フルルガーデン八千代専門店モール

住所：八千代市村上南１丁目４－１
東葉高速鉄道　村上駅下車（徒歩約１分）

平日：午前10 時～午後８時
土・日・祝日：
午前10 時～午後９時
定休日：不定休
※営業時間は変更する
　場合がございます。

１F
インフォメーション前

柱付近

　次の施設には受付箱を設置していますので、
開館時間内に届出書を入れてください。イオン
モール八千代緑が丘とフルルガーデン八千代専

門店モールにも設置しています。
　各施設の開館時間等に関しては、市ホームページ等で確認してください。

　選択届け出はインターネットを利用して、パソコ
ン・携帯電話から行うことができます。皆さんの個
人情報を保護するため、「ちば電子申請サービス」

を利用しています。アクセス方法は、市ホームページのトップページから、
次の２通りあります。
①「八千代市市民活動団体支援金交付制度」ページからアクセス
②「電子申請サービス」ページからアクセス
　手続きを行う前に、「ちば電子申請サービス」の利用方法を確認しなが
ら、指示に従って必要事項を入力し、選択届け出を行ってください。
 ６月１日㈮午前９時から７月 23 日㈪午後５時まで受け付けしています。

　それぞれの施設に用意してある窓口提出用の「支
援対象団体等選択届出書」に記入してから提出して
ください。届出書は、市ホームページの「市民活動

団体支援金交付制度」からもダウンロードできます。
　次の施設では、職員に直接届出書を渡してください。なお、コミュニテ
ィ推進課以外の窓口へ提出する場合は、届出書を任意の封筒に入れて提出
してください。

　選択届け出は、インターネット、窓口、市内17か所に設置されている
受付箱への投函、郵送の４つの方法から選べます。

※制度に関するお問い合わせは、受け付けしている施設ではなくコミュニ
ティ推進課までご連絡ください。

窓口提出

インターネット
（パソコン・携帯電話）

選択届け出は、インターネット、窓口、受付箱、郵送で

施設名 受付日時

コミュニティ推進課 平日午前８時30分～午後５時15分

市民活動サポートセンター
日・火・水・金曜日：
午前９時～午後５時

土曜日：午後１時～９時
（月・木は休所）

支所 平日午前８時30分から午後５時

受付箱に投函

　７・８ページにある封筒をご利用ください。
　８ページの記入方法で、７ページの「支援対象
団体等選択届出書（郵送用）」に記入してください。

７月23日㈪消印有効です。切手の貼付が必要ですので注意してください。

郵送

一人当たりの支援金額の算出方法

施　設　名

大和田公民館 大和田図書館

高津公民館 勝田台図書館

勝田台公民館 緑が丘図書館

八千代台公民館 中央図書館

村上公民館 総合生涯学習プラザ

八千代台東南公民館 福祉センター

緑が丘公民館 ふれあいプラザ

市役所 1 階案内カウンター隣（各団体ＰＲシートの掲示あり）

選択届け出の結果は８月下旬
決定額は10月15日に公表

制度の信頼を
失うようなことはやめましょう

　選択届け出の結果は、８月下旬に市のホームページなどで公表します。
（誰がどの団体を選んだかについては、公表しません。）
　その後、届け出があった金額に合わせて、団体が事業計画を変更したい
場合は、変更申請を市に提出します。審査会で申請内容を審査し、その結
果を受けて市が支援金額を決定します。
　支援金交付決定額は、10月15日㈪に市のホームページなどで公表します。
また10月15日号の広報やちよにも掲載します。

　この制度を広め、市民活動をさらに活発にしていくために、制度の信頼
を失うような行為はやめましょう。
●他人になりすまして選択届け出をする
●団体を選択してあげることを条件に、見返りを要求するなどの不正な要

求をする
●自分の団体を選択してもらうために、過度な広報活動やあらかじめ団体

番号を記入した届出書を配布するなどの不正行為をする
　このような場合は、届け出が無効になったり、支援金の交付が取り消さ
れたりすることがあります。

１人当たりの支援金額の算出方法

122億5,644万6,776円 × 1％

 ≒ 750

市全体の個人市民税の１％相当額
18歳以上の市民の人口

30年度の場合
29年５月末時点
個人市民税調定額

…７５０円まで
（１の位を四捨五入）

30年度の
１人当たりが
支援できる金額

16万3,850人
29年５月末時点
18歳以上の市民の人口

（いずれも前年５月末時点）


